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＊法改正にあわせて、一部問題は改題しています。
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問題を解こう

税・その他 問題編

＊法改正などにあわせて、一部問題は改題しています。
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check▶□□□� （令和３（12月)・問23-2）�

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落によ
り取得したものに限られる。

check▶□□□� （令和２（12月）・問24-1）

固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の
還付を受けることができる。

check▶□□□� （令和２（10月）・問23-3）�

国を売主、株式会社Aを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を２通作成し、国とA社がそれぞれ１
通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課されない。

check▶□□□� （令和２（10月）・問24-3）

不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加し
たとしても、不動産取得税は課されない。

check▶□□□� （令和２（10月）・問25-3）

特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表
示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場
合において求められる価格があげられる。

check▶□□□� （令和５・問25-１）

原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準
価格を求める手法である。

check▶□□□� （平成30・問25-2）

収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手法であるが、
事業の用に供さない自用の不動産の鑑定評価には適用すべきではない。
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講義2　�不動産鑑定評価基準
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次の問題文を読んで、正しいものは○、誤っているものは×で答えてください。

税・その他 問題編
問題を解こう

講義1　�税法
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check▶□□□� （令和４・問25-1）

土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積
及び形状についても官報で公示しなければならない。

check▶□□□� （令和２（12月）・問25-1)�

土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。

check▶□□□� （令和元・問25-1）

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示され
た価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

check▶□□□� （令和２（12月）・問46-4）

証券化支援業務（買取型）において、独立行政法人住宅金融支援機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資
金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。

check▶□□□� （令和２（10月）・問46-4)

独立行政法人住宅金融支援機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われ
る生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。

check▶□□□� （令和３（12月）・問46-2）

独立行政法人住宅金融支援機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入
に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

check▶□□□� （令和５・問47-1)

宅地建物取引業者が行う広告に関して、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）
の規定によれば、実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不
当表示に問われることはない。

check▶□□□� （令和４・問47-1）

宅地建物取引業者が行う広告に関して、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）
の規定によれば、物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80ｍにつき１分間を要
するものとして算出し、１分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。

講義3　�地価公示法
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講義4　�住宅金融支援機構
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講義5　�景品表示法
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check▶□□□� （令和元・問47-3・改）

宅地建物取引業者が行う広告に関して、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）
の規定によれば、建物を増築、改築、改装又は改修した場合は、その内容及び時期を必ず明示しなければならない。

check▶□□□� （令和５・問49-1)�

自然堤防の後背湿地側の縁は、砂が緩く堆積していて、地下水位も浅いため、地震時に液状化被害が生じやすい地盤で
ある。

check▶□□□� （令和元・49-3）�

台地、段丘は、水はけも良く、宅地として積極的に利用されているが、自然災害に対して安全度の低い所である。

check▶□□□� （令和４・問50-2）

在来軸組構法の軸組は、通常、水平材である土台、桁、胴差と、垂直材の柱及び耐力壁からなる。
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講義6　�土地・建物
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正解▶○ 
この税率の軽減措置を受けられるのは売買または競落により取得した住宅用家屋に限られます。

正解▶× 
固定資産税はその年の１月１日の土地や家屋の所有者（固定資産課税台帳に所有者として登録されている者）が、納税
義務者です。年度の途中において譲渡したとしても、その譲渡後の月数に応じての税額の還付を受けることはできませ
ん。

正解▶○ 
国や地方公共団体等が作成した文書に、印紙税は課されません。本問の場合、Ａ社が保存する契約書は国が作成したも
のとみなされるため、印紙税は課税されません。

正解▶× 
家屋を改築して価格が増加した場合、増加した分は家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます。

正解▶○ 
本問のとおり、特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産の価格のことです。
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●民間と国等が不動産売買契約書を交わした場合

非課税扱い

課税扱い

●①国などが作成した文書で
　民間が保管する場合

●②国などが保管している文書で
　民間が作成する場合

こんな場合はどうなる？

印紙税が課税される文書は契約書と受取書の2種類があります。

［4］ 課税文書に該当するもの

契約書で印紙税が必要となるものは以下の3種類です。

❶契約書

●契約書の種類

●同じ内容の契約書を2通以上作成した場合は、それぞれの契約書に印紙を貼る必要があり
ます。
●一時的な目的で作成される「仮契約書」、すでに交わした契約内容の変更目的で作成され
る「変更契約書」も、課税文書となります。
●契約金額が1万円未満の契約書は非課税です。
●不動産の売買契約書に、2つ以上の金額が記載されている場合は、合計金額が記載金額と
なります。
例） 土地3,000万円、建物2,000万円の契約書の場合は、合計金額の5,000万円を記載金額とす
る

種類 例

●①不動産の譲渡に関する契約書 「不動産売買契約書」「土地交換契約書」など

●②地上権や土地賃借権の設定
　または譲渡に関する契約書

「借地権設定契約書（土地賃貸借契約書）」「借地権売
買契約書」など

●③請負に関する契約書 「建設工事請負契約書」など

印紙なし

印紙あり

●民間と国等が不動産売買契約書を交わした場合
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講義2　 不動産鑑定評価基準
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特殊価格を求める場合
⇒おもに保存のために鑑定評価を行う場合
●①文化財の指定を受けた建造物
●②神社や仏閣など、宗教建築物
●③現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産

特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不
動産の経済価値を適正に表示する価格をいいます。おもに文化財などの建築物が該当しま
す。

❸特殊価格

限定価格、特定価格はともに市場性を有する不動産に
ついての価格となります。市場性を有しない不動産で
あれば、特殊価格を求めることになります。

A

不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、
市場性を有しない不動産については、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じ
て限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある。

Q

（平成28・問25-1）過去問を解こう

市場性を有しない不動産で、保存などを必要とする場合には、市場での取
引を前提としない特殊価格として求めます。それからここで何度も出てき
た、「市場性を有する不動産」とは、「一般的に不動産市場の流通に乗せて
取引することのできる物件」のことであると考えておくとよいでしょう。

ココに注意！

問題を解こう

税・その他 解答・解説編

講義1　 税法

次の問題文を読んで、正しいものは○、誤っているものは×で答えてください。
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正解▶× 
原価法では、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、再調達原価をもとに減価修正を行い、対象不動産の試
算価格を求めます。この試算価格が「積算価格」となります。なお、収益還元法による試算価格は「収益価格」、取引
事例比較法による試算価格は「比準価格」ですので、混同しないようにしましょう。

正解▶× 
収益還元法は、賃貸用不動産または賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合だけでなく、自用の不動産
を賃貸することを想定して、適用できます。

講義3　 地価公示法

正解▶○ 
標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積および形状についても、官報での公示が必要です。

正解▶○ 
本問のとおり。正常な価格を判定するときは、その土地に地上権がないものとして判定します。

正解▶× 
最も近傍の標準地について公示された価格を指標とするのではなく、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認
められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません。

講義4　 住宅金融支援機構

正解▶× 

証券化支援業務（買取型）において、住宅金融支援機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに
係る金融機関の貸付債権には、住宅の購入に付随する改良に必要な資金（リフォーム代金）も含まれます。

正解▶○ 
本問のとおり。団体信用生命保険は、債務者が死亡したり、重度の障害を負った場合に、保険金が住宅ローンの支払い
に充当されるしくみとなっています。
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例）1㎡あたり10万円の標準地の近隣にあるA所有地の売買をする場合

2 公示価格の効力とは

公示価格には、次のような効力があります。「指標」と「規準」の言葉の意味の違
いについて理解しておきましょう。

［1］ 公示価格のもつ効力

地価公示法で定められているように、都市およびその周辺の地域などにおいて、土地の取引
を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公
示された価格を指標として取引を行うように努めなければなりません。つまり「一般に土地
取引を行う場合は、公示価格を目安にするようにしてください」ということなのです。

❶一般の土地取引を行う場合

●土地取引を行う場合の指標にする

道路道路

⇒標準地の価格を目安にして、土地の価格を決めます。

標準地

土地取引の
指標（目安）

土地の価格を
決める

売買

A所有地

A B

100,000円/㎡

一般的な土地取引では、「公示された価格を指標として取引を行うよう努
めなければならない」としています。つまり、「努めてください」と努力
することをお願いしているのです。こうした義務のことを「努力義務」と
いったりします。

ココに注意！

●土地取引を行う場合の指標にする
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正解▶○ 
機構は、災害により滅失した住宅に代わるべき建築物の建設・購入に必要な資金の貸付業務を行っています。

正解▶× 
物件は実在するけれども、実際に取引する意思がない物件を、広告に掲載することは、おとり広告として不当表示とな
ります。

正解▶× 
徒歩所要時間は道路距離80ｍにつき１分間を要するものとして算出しますが、１分未満の端数がある場合は切り上げ
て１分として算出します。

正解▶× 
広告に建物を増築、改築、改装又は改修したことを表示する義務はありませんが、表示する場合はその内容および時期
を明示しなければなりません。

正解▶○ 
自然堤防は土砂などが河岸に堆積して形成されたもので、後背湿地（後背低地）は自然堤防の背後に形成される、泥が
堆積した湿地帯です。そのため、後背湿地側の縁は地盤が軟弱で、地下水位も浅いため、液状化が生じやすい地盤であ
るといえます。

正解▶× 
台地、段丘は、一般的に水はけもよく、地盤もよいため、自然災害に対して安全度は高い所です。

正解▶○ 
在来軸組構法（木造軸組構法）とは、日本の伝統的な建物の構法です。主要構造部分の土台、桁、胴差、垂直材の柱お
よび耐力壁で作られます。
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講義5　 景品表示法
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講義6　 土地・建物
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特徴 地滑りなどが起こりやすく、一般的に、宅地には適していない

注意点

・古い土石流の堆積、地滑りでできた地形、谷の出口にあたるところは
注意
・崖錐（風化した岩くずが、急傾斜の山麓に落下してできた半円錐状の
地形）は特に土石流が起こる危険が高い

特徴 一般的に水はけがよく地盤が固いので、宅地に適している

注意点

・丘陵地、台地の縁辺部は、集中豪雨などによるがけ崩れを起こす危険
があり、宅地に適していない
・台地や段丘上の浅い谷にある池沼の埋立地は、地盤沈下や液状化が生
じる可能性が高く、宅地に適していない

特徴 洪水、津波、地震に弱く、一般的に宅地に適していない

注意点

・扇状地、自然堤防、天井川の廃川は、比較的宅地に適している
　ただし、扇状地は豪雨の場合に土砂流による災害の危険があるので、
注意が必要
・旧河道、自然堤防に囲まれた後背低地、三角州は洪水や地震に弱い土
地なので、宅地には適していない

特徴
・干拓地は高潮や津波に弱く宅地に適していない
・ 埋立地は土砂を積み上げて作る地域で、しっかりとした工事がされて
いれば、宅地としての利用は可能

注意点

・干拓地は水中にあった場所なので地盤が弱く、地震時は揺れが大きく
なる
・埋立地は短期間でつくられるため表層の土砂が十分に固まらないこ
ともあり、地震発生時に液状化現象が起こりやすい

❶山麓部

❷丘陵地、台地、段丘

❸低地部

❹干拓地、埋立地

●丘陵地、台地、段丘
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